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助成研究演題－平成22年度 国内共同研究（39歳以下）

末期がん患者の在宅療養生活継続に関わる
家族への「説明」の研究

千葉　宏毅（ちば　ひろき）
仙台往診クリニック研究部 次長

【スライド-1】
本研究では「末期がん患者さんの

在宅療養生活継続に関わる家族への
説明の研究」ということで、発表させ
ていただきます。

【スライド-2】
背景です。
退院後、在宅に戻ってきて不安を

抱えている患者・家族に対して在宅
の医師はどのような説明を行ってい
るのかというのは、意外に分かって
いないのではないかなという背景が
あります。と言いますのも、患者さ
ん家族が生活しているのは「おうち」
ですので、比較的閉じられた空間の
中で、そこに在宅の医師が入っていっ
て話をする。そういったときに、で
はどういう説明をしているのかなと
いうところが、本研究の一つの焦点
です。

そして、そういった説明に関して
家族はどのように理解をしているの
かということを、まず一回ここで見
てみたいと思っています。

もう一つは、その説明の内容と、説明の時間等、様々な尺度があると思いますが、実際
に在宅でちゃんと最期まで生活されたケースと病院で最終的に看取られたケースとで何か
違いがあるのかというのも、興味があるところです。

【スライド-3】
目的です。
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先ほど申し上げた通り、まず1番目
にどんな説明をしているのかという
ことを抽出していくことです。

2番目に、在宅主治医の説明を受け
たことで、患者の家族はどのような
理解を示して変化していったのかを
示していくことです。

3番目は、説明の内容とその理解に
おいて、在宅で亡くなられた群と在
宅ではなくて病院等で亡くなられた
群の2つの比較ですが、今回は1番目
と2番目のところまでの発表とさせて
いただきます。

【スライド-4】
デザインですが、最初に質的な方法を用いて、実際に在宅で看取られた5つの症例に関

して、在宅の医師が説明している内容を抽出しました。その中身を調査票という形に還元
して、その後、2番にあたりますが、在宅療養を始める前にどういう情報を家族は得てき
たのか、それとそれに関する意向の調査を行いました。

次に、主治医が往診する度にどんな説明をしているのかというのを、毎回ICレコーダー
で録音して、その内容を分析するというものです。

最後に在宅医療が終了した際、つまり看取られた後、在宅の医師の説明と在宅療養生活
に関する調査を遺族に行いました。

【スライド-5】
最初の、質的に在宅医師の説明を抽出した方法ですが、在宅療養支援診療所の医師に対

して、5事例ですが、在宅でどんな説明をしているのかというのをICレコーダーで録音し、
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あとは研究者自身が説明の場に同行して参与観察を行いました。定性分析においては、複
数の研究者で情報を共有して、トライアンギュレーションを行って内容の確からしさを確
認しました。

患者の要件としては、20歳以上（成人を超えているということ）、患者本人は末期がん
であるということ、本人は病名を知っているということ、主介護者が同居しているという
こと、患者・家族両方が在宅の療養を希望しているということ、在宅に入ってからは特に
がんの積極的な治療を望んでいない場合ということ、あとは既に在宅の医師が受入れ可能
だということを表明しているということ。この要件に基づいて患者さん、そして家族を抽
出しました。

【スライド-6】
在宅の主治医はどんな話をしているのかということですが、1番から見ていきます。
患者さんの現在の病状や治療の内容、患者さんのおおよその余命、入院や通院をしなく

ても在宅医療がちゃんと受けられるという基本的なところ、がんの身体的な苦痛がちゃん
と十分取り除かれるんですよという話、在宅医療は24時間365日の体制で行われるとい
うこと、医療と介護がちゃんと連携して提供されるというサービスに関すること。7番は、
家族の介護疲労等を軽減しなければ在宅生活は維持していけませんので、そういったサー
ビスがちゃんとあるんだよという話。次に8番は、在宅でかかる医療費に関する話、9番は
介護保険制度、自立支援制度等の患者さん家族の負担を軽減させるような話。10番は生命
保険が実は療養期間中にも使えるんだよという話。11番の人間の老化、つまりがんはがん
という病名はあるのだけれども、実
際に老化にもよるということも在宅
医は話をしておりまして、それとと
もに死に関する話もしておりました。
12番、最終的にお家でもちゃんと看
取りができるんだよという話。13番、
在宅療養を進めていくにあたって、患
者さんの状態の変化ですとか生活の
変化と病状の見通しに関する話。14
番、緊急時にどういうふうに連絡し
たらいいのかといった手順の話。15
番、最後は実際に臨死期にあったと
きにこのように対応するんだよとい
う話です。

【スライド-7】
次にアンケートの話になります。今ご説明した15の項目を用いてアンケート調査を実施

しました。調査対象と数ですが、在宅末期がん患者の主介護者で、人数は70名です。患者
さんの要件としては、先ほどと同じ、成人を超えている、以下同様のものになります。
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調査時期は平成 24 年 1 月以降で、
今もなお調査を続けています。調査
の場所は在宅療養支援診療所なので
すが、年間10例以上在宅看取りをし
ている在宅医師に依頼しています。
地域としては全国7カ所で7診療所で
す。

収集の方法は、主治医がまず患者・
家族に調査の同意を得て、その後書
面で同意書を交わした後に実施され
ることになっています。

一次集計の後、差に関しては検定
を行って統計的に見ています。

【スライド-8】
そうすると、先ほどお示しした15項目に関して、まず左側の在宅を開始する前は患者・

家族はどういうふうに思っていたのか、どういう情報を把握していたのかということです
が、割合で見てみます。得られた結果としては、まだ途中で12例しか集まっておりません
が、その中で、1番、2番の、病状に関する話とか余命に関する話は、非常によく聞いてい
る割合が多いです。ただし8番の医療費に関する話とか制度に関する話というのは、あま
り聞いていない例が多いと分かります。さらに10番の生命保険も実は生活に役に立たせる
ことができるというのは、初耳ということが結構多かったようで、これは「聞いていない」
という割合が非常に多かったことを
示しています。あとは15番の、最終
的に亡くなる直前はどのように対応
したらよいのかという心構え等につ
いても、やはり家族は何となくしか
分からないというのが多いと出てい
ます。

右が在宅医療を終了した時点です。
同じ 12 例で示すと、在宅医師が関
わって色々な説明をすることによっ
て、分かったという割合は確かに増
えています。ただし、制度に関する
話というのは、亡くなった後も分かっ
ていないということがよく見られて
います。
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【スライド-9】
15項目ありますけれども、ちょっ

と多いものですから3つのカテゴリー
に分類します。

ABCの3つに分かれますが、この3
つはどんな項目かと申しますと、Aは
診療や身体に関する情報です。Bは費
用や制度に関する話、Cは実際に臨終
や死、看取りに関する話ということ
になります。

【スライド-10】
カテゴリー化をさらに進めていき

ますと、このようになります。
結果的に在宅医療が終了した時点

では、全体的に「分かったな」という
主観的な理解を得られていることが
分かります。では実際にどのように
理解されているのか、本当にそうな
のかということを統計的に検定した
ところ、診療や身体情報に関する説
明よりも、費用や制度の話、臨終や
看取りの説明に関しては理解度が大
きく上がっている。有意差があると
いう結果が出て来ました。

【スライド-11】
やはり在宅主治医の話の中では症

状のコントロールや痛みのコント
ロールの話も非常に重要ですし、お
およそそれに充てられる割合は多い
と思うのですが、それに限らず、生
活を続けるための説明というものが
不可欠だと思われます。費用の説明、
制度の説明、あとは実際に死に立ち向
かうときの心構えの話も必要になっ
てくると思います。

今回の研究では集まっている件数が12例と少ないので、今後症例を増やしていって、こ
こではまだ発表できていない、実際に医師が説明している内容を分析した結果の研究を進
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めていきたいと思っています。

【スライド-12】
入院中や外来通院中は治す説明、

身体症状中心の説明が多くなりがち
です。これは当然だと思われますが、
在宅では実際に患者さんがどのよう
にして最期まで生活していけるのか、
これをちゃんと家族に話をすること
が重要だと思われます。

【スライド-13】
今回の結論ですが、在宅医師の説

明の内容は3つのカテゴリに分けられ
ます。診療や身体の症状の話、費用
や制度の利用の話、臨終や看取りに
関する話、この3つになります。在宅
医療を開始する前は、主介護者（家族）
は、費用や制度の説明、及び臨終や
死、看取りに関する話というのはあ
まり分かっていないので、在宅にお
いてはこういった話を徐々に徐々に
しっかり家族に伝えていかなければ
いけないだろうと思われます。

質疑応答

　会場：　末期がん患者さんの在宅医療に関して、医師の説明は本当に影響が強いなとい
うことを実感しています。がん医療などの末期医療に関してはチーム医療という
部分が大事だと思うのですが、ご発表で、全て医師が担わなければいけないとい
うのは、ちょっと私は違うのかなと思って聞いていたのですが、先生のご意見は
いかがでしょう。

　千葉：　おっしゃる通りです。多くのドクターたちは、在宅の中でも、痛みのコントロー
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ルや薬の細かい指導といったところに説明を割く時間が多くなります。ただ、看
護師、ケアマネージャーなど、様々な職種が在宅の中で関わっていますので、そ
の方々の説明や患者さん家族との関わりを調査する必要はあるだろうと思ってい
ます。最初そういったデザインで考えていたのですが、非常に複雑になるという
ことがあって、今回はまず医師に特化して調べてみようということでした。
実は、家族は誰に説明を望んでいるのかということも調べました。そうしました
ら、制度に関する話は、医師もそうですしケアマネージャー、この2つの職種に
絞られました。ただ、看取りの話に関しては、圧倒的に家族は医師に望んでいま
す。ですので、多職種が関わっていく必要が十分ありますが、では医師は治療に
関する話以外は何も説明しなくてもよいというわけではないのではないかと、私
は思っています。

　会場：　私は看護師ですので、看護師としての関わり方というのも考えていきたいと思
います。ありがとうございました。

　座長：　先生が今言われた在宅主治医の説明内容は、本来入院医師が全て入院中に話す
べきことだと私は思っています。大多数の癌患者さんは、病院で自分は治ると思っ
て治療を受けて、いざ、万策つきて自宅へ帰るまでにものすごいバリアを越える
わけです。こんなことも分からないで病院から自宅に帰る患者の気持ちを考える
べきだと思うのです。これは在宅主治医からみれば、病院医師の大いなる怠慢だ
と思います。

　千葉：　ありがとうございます。
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